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指
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指
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行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
九
号

　
　
　
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
の
表
経
済
商
工
観
光
部
の
項
中
「
自
動
車
産
業
振
興
室
」
の
下
に
「
、
半
導
体
産
業
振
興
室
」
を
加
え
る
。

　

第
十
五
条
自
動
車
産
業
振
興
室
の
分
掌
事
務
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
半
導
体
産
業
振
興
室

　
　

半
導
体
関
連
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
表
経
済
商
工
観
光
部
の
項
中
「
自
動
車
産
業
振
興
室
」
の
下
に
「
、
半
導
体
産
業
振
興

室
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
号

　
　
　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
地
域
共
生
促
進
税
条
例
（
令
和
五
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
施
行
期
日
は
、
令
和
六

年
四
月
一
日
と
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

　

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
形
質
変
更
時
要

届
出
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
を
解
除
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

　
　

栗
原
市
若
柳
字
大
林
寺
浦
三
十
三
番
六
の
一
部
と
し
、
次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。
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二�　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害

物
質
の
種
類

　
　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

　
　

土
壌
汚
染
の
除
去

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
介
護
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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短
期
入
所
生
活
介
護

事　
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月
日

社
会
福
祉
法
人
桃
寿
会　

特
別
養
護
老

人
ざ
お
う
の
杜
あ
お
そ
館

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
曲
竹
字
道
路
西
八
番
地
一
〇

社
会
福
祉
法
人
桃
寿
会

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
曲
竹
字
道
路
西
八
番
地
一
〇

令
和
五
年
七
月
六
日

二　

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　
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所　

在　
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申
請
者
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名
称
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請　

者　
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所　
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地

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法
人
桃
寿
会　

特
別
養
護
老

人
ざ
お
う
の
杜
あ
お
そ
館

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
曲
竹
字
道
路
西
八
番
地
一
〇

社
会
福
祉
法
人
桃
寿
会

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
曲
竹
字
道
路
西
八
番
地
一
〇

令
和
五
年
七
月
六
日

三　

通
所
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
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名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

四
季
の
め
ぐ
み　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
足
之

助

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
一
丁
目
五
番
地
一
三

有
限
会
社
西
古
川
タ
ク
シ
ー

大
崎
市
古
川
新
堀
字
旭
町
五
番
地
一

令
和
四
年
四
月
一
日

四　

介
護
予
防
通
所
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　
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在　

地

指
定
年
月
日
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四
季
の
め
ぐ
み　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
足
之

助

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
一
丁
目
五
番
地
一
三

有
限
会
社
西
古
川
タ
ク
シ
ー

大
崎
市
古
川
新
堀
字
旭
町
五
番
地
一

令
和
四
年
四
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
法
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

開
設
者
の
名
称

開　

設　

者　

の　

所　

在　

地

変　

更　

年　

月　

日

旧

リ
ハ
ビ
リ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
つ

ば
さ
仙
南

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
早
川
七
五－

一

株
式
会
社
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
ラ

イ
フ

福
島
県
相
馬
市
新
沼
字
坪
ヶ
迫
一
一－

一

令
和
五
年
十
月
一
日

新

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
中
泉
字
上
谷
地
二
四
六－

三

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

開
設
者
の
名
称

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
え
い
ら
く

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
中
町
三
二
番
地
二

社
会
福
祉
法
人
永
楽
会

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

令
和
五
年
六
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
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令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

開
設
者
の
名
称

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
田
尻

大
崎
市
田
尻
小
松
字
竪
沢
一
番
地
一

株
式
会
社
Ａ
Ｓ

地
域
密
着
型
通
所
介
護

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

相
澤　

希

し
お
が
ま
訪
問
治
療
院

塩
竈
市
藤
倉
二－

一
九－
一
二

令
和
五
年
六
月

十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

日
高　

京
子

訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ
お
は
な
治

療
院

加
美
郡
加
美
町
西
町
九
四－

一

令
和
五
年
十
一

月
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
六
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

仙
台
北
部
整
形
外
科

仙
台
市
泉
区
大
沢
二
丁
目
十
三

番
地
四

令
和
五
年
十
二
月
一
日

令
和
八
年
十
一
月
三
十

日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
七
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害�

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
二
四
〇
〇
四
五
九

山
元
い
ち
ご
農
園
れ
い

ず
ホ
ー
ム

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字

稲
実
六
十
番
地

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

山
元
い
ち
ご
農

園
株
式
会
社

令
和
五
年
十
一

月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
八
号

　

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
度
に

お
け
る
保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
の
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
い
て
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
許
容
限
度
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

�
同
一
の
単
位
と
さ
れ
る

保
安
林
の
種
類�

�

皆
伐
面
積
の
限
度
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

�
保
安
林
等
の
区
域



第459号　令和５年12月１日　金曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報

水
源
か
ん
養
保
安
林�

本
吉
地
区�

三
五
三
・
四
九

�

北
上
川
下
流�

三
四
六
・
一
七

�

石
巻
地
区�

三
八
六
・
四
二

�

迫
川
地
区�

九
八
〇
・
四
〇

�

江
合
川
上
流�

七
一
三
・
九
五

�

鳴
瀬
川
上
流�

一
、
一
八
一
・
四
四

�
江
合
川

�
　
　
　

下
流�

〇
・
八
四

�
鳴
瀬
川

�

黒
川
地
区�

二
二
一
・
三
四

�

仙
台
地
区�

一
、
三
二
六
・
五
二

�

白
石
地
区�

一
、
五
一
八
・
七
二

土
砂
流
出
防
備
保
安
林�

本
吉
地
区�

一
二
・
〇
六

�

北
上
川
下
流�

　

八
・
九
六

�

石
巻
地
区�

二
五
・
〇
二

�

迫
川
地
区�

七
六
・
九
六

�

江
合
川
上
流�

一
七
八
・
九
七

�

鳴
瀬
川
上
流�

二
三
四
・
二
八

�

江
合
川

�

　
　
　

下
流�
一
一
・
二
六

�

鳴
瀬
川

�

黒
川
地
区�
三
七
・
九
八

�

仙
台
地
区�

七
〇
・
八
四

�

白
石
地
区�

二
一
六
・
五
七

干
害
防
備
保
安
林�

仙
台
市�

五
・
一
八

�

石
巻
市�

二
七
・
九
二

�

気
仙
沼
市�

二
四
・
一
四

�

白
石
市�

三
・
一
八

�

角
田
市�

二
・
〇
八

�

登
米
市�

九
・
九
四

�

栗
原
市�

二
・
九
六

�

東
松
島
市�

四
・
三
四

�

大
崎
市�

五
六
・
九
五

�

七
ケ
宿
町�

五
・
一
四

�

柴
田
町�

〇
・
九
八

�

丸
森
町�

二
・
七
二

�

大
和
町�

三
・
六
〇

�

大
郷
町�

〇
・
三
〇

�

加
美
町�

六
・
七
二

�

女
川
町�

一
六
・
八
二

�

南
三
陸
町�

〇
・
七
四

魚
つ
き
保
安
林�

石
巻
市�

一
六
・
九
四

�

気
仙
沼
市�

二
・
四
八

�

東
松
島
市�

〇
・
四
〇

�

女
川
町�

〇
・
八
二

�

南
三
陸
町�

〇
・
九
〇

保
健
保
安
林�

宮
城
北
部
地
区�

二
一
・
三
四

�

宮
城
南
部
地
区�

六
・
九
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
登
米
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

登
米
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

登
米
都
市
計
画
区
域
の
全
域

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
栗
原
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

栗
原
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

栗
原
都
市
計
画
区
域
の
全
域

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
大
郷
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

大
郷
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

大
郷
都
市
計
画
区
域
の
全
域公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

気
仙
沼
市
四
反
田
八
十
番
一
、
八
十
四
番
一
、
八
十
五

番
、
八
十
九
番
一
、
九
十
二
番
二
、
百
九
十
八
番
、
五
十

七
番
二
十
六
及
び
八
十
二
番
五
並
び
に
八
十
二
番
四
及
び

八
十
三
番
一
の
各
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
医
大
通
二
丁
目
七
番
七
号

�

株
式
会
社
薬
王
堂　
　
　
　
　
　


